
 

船舶事故調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（ガントリークレーン） 

発生日時 令和元年９月２５日 ０７時４２分ごろ 

発生場所 北海道石狩湾港花
ばん

畔
なぐろ

ふ頭１号岸壁 

 石狩港湾管理組合導灯（前灯）から真方位０００°８９０ｍ付近 

 （概位 北緯４３°１１.５′ 東経１４１°１７.５′） 

事故の概要  コンテナ船SUNNY
サ ニ ー

 CLOVER
ク ロ ーバ ー

は、着岸操船中、ガントリークレーンに衝

突した。 

事故調査の経過 令和元年９月２７日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

コンテナ船 SUNNY CLOVER（パナマ共和国籍）、９,８６５トン 

（１,０００ＴＥＵ） 

９７４８３９４（ＩＭＯ番号）、SEIUN SHIPPING S.A.、TSURUMI 

KISEN CO., LTD 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍）、免状不詳 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に擦過傷 

ガントリークレーン 電源供給用ケーブルリールに曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ６、視界 良好 

海象：潮汐 高潮期 

石狩市には、令和元年９月２４日０７時５５分に強風注意報が発表

され、本事故時も継続中であった。 

事故の経過  本船は、船長ほか１７人（大韓民国籍１人、ミャンマー連邦共和国

籍１６人）が乗り組み、コンテナ貨物を積載し、石狩湾港花畔ふ頭１

号岸壁（以下「本件岸壁」という。）に出船右舷着けの目的で、着岸

操船を始めた。 

本船は、西風が次第に強まる状況下、左舷船尾部にタグボート１隻

を配して風下側の本件岸壁に着岸操船中、強風により右舷方に圧流さ

れたので、主機を微速力前進として左舵一杯を取り、バウスラスタを

左方（船首を左に回頭させる操作）としたものの、右舷船首部が本件

岸壁のガントリークレーンに衝突した。 

分析  

 

 本船は、強風注意報が発表され、西風が次第に強まる状況下、風下

側の本件岸壁に右舷着けで着岸操船を続けたことから、強風により右

舷方に圧流され、本件岸壁のガントリークレーンに衝突したものと考

えられる。 

原因  本事故は、強風注意報が発表され、西風が次第に強まる状況下、本

船が風下側の本件岸壁に右舷着けで着岸操船を続けたため、強風によ



 

り右舷方に圧流され、本件岸壁のガントリークレーンに衝突したもの

と考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・強風が予想される状況下、風下側の岸壁への着岸操船は、風向及

び風速の変化に十分な注意を払うとともに、状況に応じてタグボ

ートを増やすことや着岸操船の中止も検討すること。 

 


